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総務省、経済産業省が目指すもの

これまで５年毎の「経済センサス-活動調査」で産業横断的に把握をして
いる詳細な産業別情報を、調査資源を効率的に活用し、経済センサスと
のシームレス

※

を確保しつつ、毎年提供すること
※ 統計技術の相違による断層を生じさせることなく接続する趣旨

サービス産業動向調査（年次調査）、商業統計調査、特定サービス産業実態
調査を統廃合し、法人を対象とした産業横断的な年次調査を創設

詳細な産業別（3.5桁分類）の統計精度を維持するため、産業大・中・小分
類毎に売上高上位８割の法人を実測する調査設計に再編

調査対象外の法人について個々の法人毎に推計個票を作成し、全ての法
人を集計する、新たな集計方式を導入
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２

３

そのために総務省・経済産業省が採用した対応

更なるシームレス化を目指し、今回の見直しを計画
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経済センサス‐活動調査（基準年調査）との更なるシームレス化①

売上高等を推計する企業
（売上高下位２割層の企業）

2022年以降の経済構造実態調査（産業横断調査）

調査事項ごとに、調査対象
企業から算出した産業小分
類別等の伸び率を、過去値
（経済センサス‐活動調査
結果等）に乗じて推計

推計個票を含め、年次で全数の集計が可能

（全産業の企業データ）

経済センサス‐活動調査結果等
（事業所母集団DB情報）

法人企業

全
産
業

法人企業

◇推計個票の作成

調査対象企業
（売上高上位8割層の企業）

全
産
業

■現在の経済構造実態調査（甲調査）に関して、
○調査対象範囲の全産業への拡大
○令和３年経済センサス‐活動調査に合わせた調査項目の設定

を行うことで、法人企業ベースにおいて、基準年調査と同様（全産業・全法人（推計個票含む））の
年次の集計を実現。



■また、現在の工業統計調査の包摂に関しては、
・調査名簿について、独自名簿から事業所母集団DBへ変更
・調査対象範囲について、「４人以上全数」から「売上高（出荷額等）上位9割層」へ変更（＝
推計個票を含め、１人以上全数が集計対象）

を行うことで、製造業事業所に関しても、基準年調査と同様（全製造業事業所（推計個票含
む））の年次の集計を実現。
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◇工業統計調査

名簿整備

事業所母集団DB
製造業
事業所

各種調査
結果等

結果
反映

調査名簿

9割層
抽出

総務省・経産省 都道府県・市
区町村

調査員
事
業
所

前回調査結果等に基づき、準
備調査名簿を作成

修正済み準備調査名簿を集約、
確定

受持ち調査区内の事業所を
事前訪問し、製造品名、従
業者数などを確認し、名簿
を追加・修正

名簿整備（準備調査）

調査名簿

配布

集約
４人以上全数

推計個票を含め、
1人以上全数

◇ 2022年以降の経済構造実態調査（製造業事業所調査）

経済センサス‐活動調査（基準年調査）との更なるシームレス化②

集計対象

集計対象



■さらに、製造業事業所調査（旧工業統計調査）の配布・回収方法を郵送調査とし、産業横断調
査票（企業票）と製造業事業所調査票（傘下事業所票）を「本社一括」形式とすることで、基準
年と同一の報告者に同一の方法で調査票を配布。報告者に対するわかりやすさ、負担軽減に
も寄与。
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製造業事業所調査票

産業横断調査票

I E E 支所

本所

法人企業

事業所調査票（製造業）

事業所調査票（卸売業、
小売業）

企業調査票

調査票配布方法イメージ

まとめて本所へ送付

経済センサス‐活動調査
（本社一括調査）

経済構造実態調査

I E E 支所

本所

法人企業

まとめて本所へ送付

経済センサス‐活動調査（基準年調査）との更なるシームレス化③


